
 

営業・農業・不動
産・雑（個人年金
含む）・一時所得
（保険満期返戻金
含む）などの収入が
ある

※上記の案内図は一例です。詳しくは税務課市民税係へお問い合わせください。

非課税収入のみ（遺族年金・障害年金・失業給付金・児童扶養手
当など）

○
年
末
調
整
の
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に
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･
年
末
調
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○
医
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入
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別
控
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受
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○
二
ヶ

所
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け
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○
給
与
収
入
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２
０
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０
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を
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え
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○
給
与
以
外
の
所
得
が
２
０
万
円
を
超
え
る

③

主に給与収入

①②③

 所得税の確定申告は不要ですが，所得（課税）証明書が必要な場合や，医療費の限度額適用の申
請，国民年金保険料の減免申請をする場合は，市県民税の申告が必要です。
また，国民健康保険や後期高齢者医療保険に加入している方は，市県民税の申告をすることで，保
険税や保険料の軽減を受けることができる場合があります。
 ④に該当する方の申告は，４月中旬まで市役所本庁または各支所で受け付けています。

④

判定結果 申　告　区　分

①

②

③

○
一
ヶ

所
か
ら
の
給
与
の
み
で
年
末
調
整
の
内
容
に
変
更
が
な
い

　

（
医
療
費
控
除
な
ど
源
泉
徴
収
票
に
記
載
の
な
い
控
除
を
受
け
る

　
場
合
は
申
告
が
必
要
で
す

）

○
公
的
年
金
の
収
入
が
４
０
０
万
円
を
超
え
る

○
公
的
年
金
以
外
の
所
得
が
２
０
万
円
を
超
え
る
（

個
人
年
金
な
ど
）

○
公
的
年
金
の
収
入
が
４
０
０
万
円
以
下
で
公
的
年
金
以
外
に

　
２
０
万
円
以
下
の
所
得
が
あ
る
（

個
人
年
金
な
ど
）

①③②①②①
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申告案内図

平成２９年中にどんな収入がありましたか？

○
別
居
家
族
の
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ

て
い
る

○
税
法
上
の
扶
養
に
な
っ

て
い
な
い

④

○
同
居
家
族
の
扶
養
に
な
っ

て
い
る

収入なし

○
所
得
税
の
納
付
が
不
要
で
あ
る

　
（

所
得
額
よ
り
所
得
控
除
額
が
多
い
）

○
所
得
税
の
納
付
が
必
要
で
あ
る

　
（

所
得
額
よ
り
所
得
控
除
額
が
少
な
い
）

主に公的年金収入
（国民年金・厚生年金・共
済年金など）

○
４
０
０
万
円
以
下
の
公
的
年
金
収
入
の
み
で
あ
る

　
（

医
療
費
控
除
な
ど
源
泉
徴
収
票
に
記
載
の
な
い
控
除
を
受
け
る

　
場
合
や
所
得
税
の
還
付
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は
申
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要
で
す

）

○
給
与
収
入
の
み
で
９
３
万
円
以
下
で
あ
る

○
給
与
以
外
の
所
得
が
２
０
万
円
以
下
で
あ
る

 市県民税の申告や確定申告は必要ありません。（医療費控除など源泉徴収票に記載のない控除を受
ける場合や，所得税の還付を受ける場合には申告が必要です）

 市県民税の申告が必要です。（確定申告をする場合は市県民税の申告は必要ありません）

 所得税の確定申告が必要です。

チェックしてみましょう あなたは申告が必要ですか？
次の案内図で，申告の必要があると判定された場合は，早めに申告を済ませましましょう！

スタート

ふるさと納税ワンストップ特例を申請している方でも，寄付先が５団体を超える場合や確定申告・住民税

申告をする場合は寄付金控除の申告が必要です。申告する場合は，寄付金の領収証等をお持ちください。


